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「障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

」合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

報 告 書
ほうこくしょ

 

Ⅰ はじめに 

 障 害 児
しょうがいじ

は、障 害
しょうがい

のない子
こ
どもと等

ひと
しくすべての権利

けんり
が保 障

ほしょう
されなければならな

い。 障 害 児
しょうがいじ

にとって 必 要
ひつよう

な支援
しえん

と合 理 的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

は、 一 般
いっぱん

の児童
じどう

施策
しさく

（以下
い か

、

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

という）において 保 障
ほしょう

されなければならならず、 障 害
しょうがい

故
ゆえ

の固有
こゆう

の

支援
しえん

は障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

として地域
ちいき

社 会
しゃかい

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

で保 障
ほしょう

されなければならない。

また、そのために必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

の確保
かくほ

と財 政 上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

じるべきである。 

障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

は、このような基 本 的
きほんてき

な視点
してん

に立
た
ち、 論 点

ろんてん
整理
せいり

を 行
おこな

った。 

 

Ⅱ 結 論
けつろん

とその 説 明
せつめい

 

１．障 害 児
しょうがいじ

の基 本 的
きほんてき

権利
けんり

と権利
けんり

擁護
ようご

 

(1) 基 本 的
きほんてき

権利
けんり

 

障 害 児
しょうがいじ

は、 障 害
しょうがい

の 種 類
しゅるい

や程度
ていど

にかかわりなく、一人
ひとり

の子
こ
どもとして 他

ほか
の 者

もの
と

平
びょう

等
どう

に扱
あつか

われるべきであることを確 認
かくにん

し、以下
い か

の権利
けんり

を明記
めいき

すること。 

  児童
じどう

に 関
かん

する権利
けんり

条 約
じょうやく

は、以下
い か

の権利
けんり

を規定
きてい

しており、それに沿
そ
う規定

きてい
を児童

じどう

福 祉 法
ふくしほう

に 設
もう

けるべきである。 

① 他
ほか

の子
こ
どもとの平 等

びょうどう
の確保

かくほ
 

障 害 児
しょうがいじ

は、一人
ひとり

の子
こ
どもとして他

ほか
の子

こ
どもと等

ひと
しく、全

すべ
ての権利

けんり
を有

ゆう
する。 

② 子
こ
どもの最 善

さいぜん
の利

り
益
えき

 

障 害 児
しょうがいじ

にかかわる事項
じこう

の 判 断
はんだん

や 決 定
けってい

では、 最 善
さいぜん

の利益
りえき

が 考 慮
こうりょ

され、 他
ほか

の子
こ
どもと同 様

どうよう
に尊 厳

そんげん
と成 長

せいちょう
が 保 障

ほしょう
される。 

③ 子
こ
どもの意見

いけん
表 明 権
ひょうめいけん

 

障 害 児
しょうがいじ

は、 障 害
しょうがい

及
およ

び 年 齢
ねんれい

に 適
てき

した支援
しえん

を 活 用
かつよう

し、自己
じ こ

にかかわる事項
じこう

に

ついて自由
じゆう

に意見
いけん

を 表 明
ひょうめい

する権利
けんり

をもつ。「意見
いけん

」には、子
こ
どもの意思

い し
や感 情

かんじょう

の 動
うご

きも含
ふく

む。 

 

(2) 権利
けんり

擁護
ようご

 

①から③の基 本 的
きほんてき

権利
けんり

を保 障
ほしょう

するために、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を制度化
せいどか

すること。 

総 合
そうごう

福 祉
ふくし

部 会
ぶかい

 第
だい

15 回
かい
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  障 害
しょうがい

の有無
う む

や程度
ていど

にかかわらずすべての子
こ
どものための権利

けんり
擁護
ようご

の仕組
し く

みを

市 町 村
しちょうそん

に 設
もう

けるために、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

で法 定 化
ほうていか

すべきである。

一部
いちぶ

の自治体
じちたい

では 条 例
じょうれい

で設置
せっち

している 例
れい

もあるが、これを 国 連
こくれん

の子
こ
どもの権利

けんり

委 員 会
いいんかい

の 勧 告
かんこく

（CRC/C/JPN/CO/3, 2010.6.）を踏
ふ
まえ、 法 律 上

ほうりつじょう
設置
せっち

するべきであ

る。また、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

運 営
うんえい

指針
ししん

では、子
こ
ども自身

じしん
の意見

いけん
を 聴 取

ちょうしゅ
することにな

っている。意見
いけん

表 明
ひょうめい

は子
こ
どもの権利

けんり
であることが意識

いしき
され、その意向

いこう
に 基

もと
づいて

支援
しえん

が講
こう

じられるようにオンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を制度化
せいどか

すべきである。 

 

２．児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

における支援
しえん

 

（１）身近
みぢか

な地域
ちいき

での支援
しえん

 

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

と障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

が重 層 的
じゅうそうてき

に保 障
ほしょう

されるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

子
こ
どもの 頃

ころ
から地域

ちいき
の 中

なか
で子

こ
どもと 共

とも
に 遊

あそ
び、 学

まな
び、 育

そだ
つことは 当 然

とうぜん
の

権利
けんり

として 保 障
ほしょう

されるべきであり、その施策
しさく

は、 共
とも

に暮
く
らし 共

とも
に 働

はたら
くことにつな

がる。支援
しえん

は、 生 活
せいかつ

の場
ば
にできる限

かぎ
り近

ちか
いところで 提 供

ていきょう
されるべきである。その

ためには、児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

に 障 害 児
しょうがいじ

が位置
い ち

づけられた 上
うえ

で、 必 要
ひつよう

な 障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できるよう、重 層 的
じゅうそうてき

に制度
せいど

設 計
せっけい

されなければならない。 

 

(２) 児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

と障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

の関 係
かんけい

 

障 害 児
しょうがいじ

が、児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

から 排 除
はいじょ

されることのないように、「子
こ
ども・子育

こそだ
て

会議
かいぎ

」（ 仮 称
かしょう

）や「子
こ
ども・子育

こそだ
て新システム

しんしすてむ
事 業
じぎょう

計 画
けいかく

」( 仮 称
かしょう

)に 障 害 児
しょうがいじ

や

家族
かぞく

等
とう

が参 画
さんかく

し、 障 害 児
しょうがいじ

の視点
してん

を盛
も
り込

こ
み、制度

せいど
設 計
せっけい

されること。 

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

と 障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

の 両 方
りょうほう

があることによって、 障 害 児
しょうがいじ

を児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

から閉
し
め出

だ
すことがなく、また、 障 害 児

しょうがいじ
施策
しさく

があることによって

障 害 児
しょうがいじ

が児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

を利用
りよう

しにくくならないようにするための規定
きてい

を児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

に 設
もう

けるべきである。子
こ
ども・子育

こそだ
て新システム

しんしすてむ
において 検 討

けんとう
されている

「子
こ
ども・子育

こそだ
て会議

かいぎ
( 仮 称
かしょう

)」や「新システム
しんしすてむ

事 業
じぎょう

計 画
けいかく

( 仮 称
かしょう

)」 等
とう

も、

上 記
じょうき

の理念
りねん

の 下
もと

に 検 討
けんとう

が 進
すす

められるよう 障 害 児
しょうがいじ

、家族
かぞく

及
およ

び 支 援 者
しえんしゃ

が

参 画
さんかく

したうえで定
さだ

められるべきである。 
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(３) 早期
そうき

支援
しえん

  

乳 幼 児
にゅうようじ

健
けん

診
み
を、 医 療

いりょう
・ 療 育

りょういく
の 保 障

ほしょう
はもとより、地域

ちいき
における子育

こそだ
て支援

しえん
や

保 育 所
ほいくじょ

入 所
にゅうしょ

など、早期
そうき

の地域
ちいき

支援
しえん

につながるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

現 在
げんざい

障 害
しょうがい

の早期
そうき

発 見
はっけん

は、母子
ぼ し

保 健 法
ほけんほう

に 基
もと

づく 新 生 児
しんせいじ

・未 熟 児
みじゅくじ

訪 問
ほうもん

指導
しどう

、１歳 半
さいはん

、３歳
さい

児健康診査
じけんこうしんさ

等
とう

によってなされている。母子
ぼ し

保 健 法
ほけんほう

の目 的
もくてき

は、 乳 幼 児
にゅうようじ

の保健
ほけん

指導
しどう

、健 康 診 査
けんこうしんさ

、 医 療
いりょう

その他
た
の措置

そ ち
を 講

こう
じることにあるが、

保健
ほけん

指導
しどう

や 医 療
いりょう

の 保 障
ほしょう

にとどまらず、 障 害 児
しょうがいじ

が地域
ちいき

の子
こ
どもの一人

ひとり
として

地域
ちいき

生 活
せいかつ

を可能
かのう

とする支援
しえん

につなぐよう制度
せいど

設 計
せっけい

されなければならない。

健 康 診 査
けんこうしんさ

等
とう

による要支援児
ようしえんじ

に 対
たい

しては、家庭
かてい

への訪 問
ほうもん

・ 巡 回
じゅんかい

等
とう

、家庭
かてい

での

育児
いくじ

支援
しえん

を基 本 的
きほんてき

な在
あ
り 方

かた
とし、児童

じどう
及
およ

び保護者
ほごしゃ

の意思
い し

に 基
もと

づいて、 医 療
いりょう

機関
きかん

、 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 等
とう

を 活 用
かつよう

できるようにすべきである。 

母子
ぼ し

保 健 法
ほけんほう

は、 学 校
がっこう

保健
ほけん

安 全 法
あんぜんほう

、児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

等
とう

に 基
もと

づく 事 業
じぎょう

と 協 調
きょうちょう

するよう規定
きてい

されているが、 現 状
げんじょう

は、 障 害
しょうがい

の 発 見
はっけん

から 療 育
りょういく

、 特 別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

へと「 特 別
とくべつ

な支援
しえん

過程
かてい

」につながるだけのことが 多
おお

い。母子
ぼ し

保 健 法
ほけんほう

、

学 校
がっこう

保健
ほけん

安 全 法
あんぜんほう

と児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

に 基
もと

づく 事 業
じぎょう

の 連 携
れんけい

と 調 和
ちょうわ

を、地域
ちいき

の

子育
こそだ

て支援
しえん

から地域
ちいき

の 学 校
がっこう

への就 学
しゅうがく

につなぐことの出来
で き

る制度
せいど

設 計
せっけい

が 必 要
ひつよう

で

ある。 

保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の訪 問
ほうもん

対 象
たいしょう

に「家庭
かてい

」を加
くわ

えること。 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

本部
ほんぶ

等
とう

における 検 討
けんとう

を踏
ふ
まえて、 障 害

しょうがい
保健
ほけん

福祉
ふくし

施策
しさく

を見直
みなお

すまでの 間
あいだ

において 障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支援
しえん

するための

関 係
かんけい

法 律
ほうりつ

の整備
せいび

に関
かん

する法 律
ほうりつ

（以下
い か

、つなぎ 法
ほう

という）」において 創 設
そうせつ

され

る保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、 障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーから

訪 問
ほうもん

・ 巡 回
じゅんかい

して 専 門 的
せんもんてき

技 術
ぎじゅつ

や 情 報
じょうほう

を 提
てい

供
きょう

するため、保 育 所
ほいくじょ

等
とう

の児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

での 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の 向
こう

上
じょう

させることが期待
きたい

されているが、育児
いくじ

支援
しえん

を 充 実
じゅうじつ

するためには訪 問
ほうもん

対 象
たいしょう

を「家庭
かてい

」まで拡 大
かくだい

することが必 要
ひつよう

である。 

 

(４) 「こども園
えん

」（仮 称
かしょう

）での支援
しえん

 

「こども 園
えん

」（ 仮 称
かしょう

）は、 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に 入 園
にゅうえん

が拒否
きょひ

されることのないよう、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 
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児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

では、保 育 所
ほいくじょ

の 入 所
にゅうしょ

要 件
ようけん

として、 障 害
しょうがい

を 想 定
そうてい

した規定
きてい

はな

い。今後
こんご

「子
こ
ども 園

えん
」（ 仮 称

かしょう
）の 創 設

そうせつ
等
とう

制度
せいど

改 革
かいかく

が予定
よてい

されているが、その

際
さい

、 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に 入 園
にゅうえん

が拒否
きょひ

されることのないよう制度
せいど

設 計
せっけい

されるべきであ

る。また、 必 要
ひつよう

な支援
しえん

が確保
かくほ

されるよう加配
かはい

等
とう

が 考 慮
こうりょ

されなければならない。

「 定 員
ていいん

以 上
いじょう

に応募
おうぼ

がある場合
ばあい

の 選 考
せんこう

」については、 国
くに

が 選 考
せんこう

基 準
きじゅん

を 設
もう

け

ることが予定
よてい

されているが、 障 害
しょうがい

をもつことが不利益
ふりえき

になるような 選 考
せんこう

基 準
きじゅん

を

定
さだ

めるべきではない。 

「こども 園
えん

」（ 仮 称
かしょう

）が 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の 能 力
のうりょく

を欠
か
く場合

ばあい
で、かつ保護者

ほごしゃ
が

希望
きぼう

する場合
ばあい

には、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 等
とう

との 並 行
へいこう

通 園
つうえん

や 保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の活 用
かつよう

ができるよう児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

に規定
きてい

するべきである。 

 

「こども 園
えん

」（ 仮 称
かしょう

）においては障 害 児
しょうがいじ

の合 理 的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

を 保 障
ほしょう

すること。 

障 害 児
しょうがいじ

が 一 般
いっぱん

の子
こ
どもと 等

ひと
しく権利

けんり
を 保 障

ほしょう
されるために、その子

こ
の 特 性

とくせい

にあった 必 要
ひつよう

な配 慮
はいりょ

が 保 障
ほしょう

されなければならない。保育士
ほいくし

の加配
かはい

や、 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

が 必 要
ひつよう

な場合
ばあい

には看護師
かんごし

を加配
かはい

もしくは 巡 回
じゅんかい

させる等
とう

の支援
しえん

を個別
こべつ

給 付
きゅうふ

として講
こう

じるべきである。 

 

(５) 放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

での支援
しえん

 

障 害 児
しょうがいじ

が、放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

への参加
さんか

を希望
きぼう

する場合
ばあい

には、 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に拒否
きょひ

せ

ず、かつ 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を講
こう

じるよう、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

の参加
さんか

は、 障 害
しょうがい

の有無
う む

や程度
ていど

によって 制 限
せいげん

されるべきではな

い。指 導 員
しどういん

の加配
かはい

や 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を 必 要
ひつよう

とする子
こ
には看護師

かんごし
等
とう

の配置
はいち

をして受
う

け入
い
れるべきである。多様

たよう
な子

こ
どもへの支援

しえん
の 提 供

ていきょう
を可能

かのう
とするために、保 育 所

ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の訪 問
ほうもん

対 象
たいしょう

に放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

を含
ふく

めるべきである。 

 

(６) 要保護
ようほご

児童
じどう

としての障 害 児
しょうがいじ

 

虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の要保護
ようほご

児童
じどう

である 障 害 児
しょうがいじ

が家族
かぞく

生 活
せいかつ

に 戻
もど

れるよう、 親
おや

・家族
かぞく

への

カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

や育児
いくじ

支援
しえん

等
とう

を提 供
ていきょう

できるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。家庭
かてい

復帰
ふっき

が

困 難
こんなん

な場合
ばあい

には、 専 門
せんもん

里 親
さとおや

制度
せいど

やファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

など家庭
かてい

に 近
ちか

い 環 境
かんきょう

での
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養 育
よういく

が保 障
ほしょう

されること。 

児童
じどう

養護
ようご

施設
しせつ

に措置
そ ち

されている子
こ
どもの 約

やく
四 分
よんぷん

の一
いち

が 障 害 児
しょうがいじ

であると言
い
われ、

また、 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の 中
なか

にも養 護 性
ようごせい

の 高
たか

い子
こ
どもが 入 所

にゅうしょ
している 状 況

じょうきょう

がある。児童
じどう

養護
ようご

施設
しせつ

の 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

や 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の 社 会
しゃかい

養護
ようご

の在
あ
り

方
かた

について検 討
けんとう

すべきである。 

子
こ

どもは家族
かぞく

の 一 員
いちいん

として 尊 重
そんちょう

されるべきであり、 親
おや

・家族
かぞく

に 対
たい

する

カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

や育児
いくじ

指導
しどう

が 入 所 中
にゅうしょちゅう

に実施
じっし

できるよう、より 多
おお

くの心理士
しんりし

等
とう

の

配置
はいち

を 図
はか

るべきである。しかし、家族
かぞく

による 養 育
よういく

が 困 難
こんなん

で、 入 所 児
にゅうしょじ

の家庭
かてい

復帰
ふっき

が困 難
こんなん

な場合
ばあい

には、 専 門
せんもん

里 親
さとおや

やファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

などの家庭
かてい

に近
ちか

い 環 境
かんきょう

で 養 育
よういく

されるべきであり、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーや 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

によ

る 巡 回
じゅんかい

、訪 問
ほうもん

による支援
しえん

の仕組
し く

みが 必 要
ひつよう

である。 

 

３．障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

 

（１） 療 育
りょういく

 

地域
ちいき

社 会
しゃかい

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

において 専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い 療 育
りょういく

（障 害 児
しょうがいじ

に 対
たい

する 発 達
はったつ

支援
しえん

・育児
いくじ

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

・ 医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

等
とう

）を 活 用
かつよう

できるよう、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

 すべての子
こ
どもが、自立

じりつ
と自己

じ こ
実 現
じつげん

を 図
はか

ることができるよう支援
しえん

されることは

重 要
じゅうよう

である。 障 害 児
しょうがいじ

にとっても 同 様
どうよう

であるべきで、その 際
さい

に、個々
こ こ

の 特 性
とくせい

を

踏
ふ
まえた専 門 的

せんもんてき
な支援

しえん
を身近

みぢか
な地域

ちいき
で得

え
られるようにすべきである。身近

みぢか
な地域

ちいき

で支援
しえん

が得
え

られない場合
ばあい

には、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーや 障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

等
とう

が

遠 隔
えんかく

地域
ちいき

に 巡
めぐる

回
まわ

し 相 談
そうだん

支援
しえん

や保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

による支援
しえん

を 提
てい

供
きょう

すべきであり、その規定
きてい

を児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

に設
もう

けるべきである。 

 

(２) 訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

 

障 害 児
しょうがいじ

が自立
じりつ

するための 経 験
けいけん

を 保 障
ほしょう

するために、 現 状
げんじょう

では 活 用
かつよう

しにくいこと

が 多
おお

い訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

しやすくすること。 

障 害 児
しょうがいじ

の 通 園
つうえん

や 通 学
つうがく

は、移動
いどう

支援
しえん

事 業
じぎょう

や 行 動
こうどう

援護
えんご

の 対 象
たいしょう

にならない

ことが 多
おお

い。また、 支 給
しきゅう

が決 定
けってい

されても、 障 害 児
しょうがいじ

を対 象
たいしょう

にサービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう
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する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が 尐
すく

ないため、サービス
さ ー び す

を利用
りよう

しにくいという 問 題
もんだい

がある。結果
けっか

、

障 害 児
しょうがいじ

の自 立 的
じりつてき

な 活 動
かつどう

の 制 限
せいげん

だけでなく、 親
おや

の 就 労
しゅうろう

などにも 支 障
ししょう

が 生
しょう

じ る 。 障 害 児
しょうがいじ

が 利用
りよう

し や す い 公 的
こうてき

介 助
かいじょ

制度
せいど

が 必 要
ひつよう

で あ り 、

パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

制度
せいど

の創 設
そうせつ

も含
ふく

め検 討
けんとう

されるべきである。 

 

（３） 通 所
つうじょ

支援
しえん

 

身近
みぢか

な地域
ちいき

で 発 達
はったつ

支援
しえん

を受
う
けられるよう、児童

じどう
発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 等
とう

は、 通 所
つうじょ

支援
しえん

だけでなく、 保 育 所
ほいくじょ

等
とう

への 訪 問 型
ほうもんかた

支援
しえん

や 学 齢
がくれい

障 害 児
しょうがいじ

も 対 象
たいしょう

にした

発 達
はったつ

支援
しえん

を 講
こう

じること。 

① 生
う
まれ育

そだ
つ身近

みぢか
な地域

ちいき
での療 育

りょういく
の提 供

ていきょう
 

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

の設置
せっち

状 況
じょうきょう

は地域
ちいき

格差
かくさ

が 大
おお

きい 上
うえ

に、 障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

に分
わ
かれて

いるため、身近
みぢか

な地域
ちいき

で 適 切
てきせつ

な支援
しえん

が受
う
けられない場合

ばあい
が尐

すく
なくない。 加

くわ
えて、

人 口
じんこう

過疎
か そ

地域
ちいき

の 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

を 担
にな

う児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

事 業
じぎょう

の 多
おお

くは、 人 材
じんざい

、

専 門
せんもん

機能
きのう

の 両 面
りょうめん

で 弱 体
じゃくたい

であることが 多
おお

い。今後
こんご

、 市 町 村
しちょうそん

は 責 任
せきにん

をもって、

身近
みぢか

な地域
ちいき

で療 育
りょういく

が受
う
けられる体 制

たいせい
を構 築

こうちく
しなければならない。 

障 害 児
しょうがいじ

通 園
つうえん

施設
しせつ

と児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

の機能
きのう

は、つなぎ 法
ほう

により児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

として一 元 化
いちげんか

される。今後
こんご

は、 障 害 児
しょうがいじ

通 園
つうえん

施設
しせつ

が障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

に分
わ
かれて

培
つちか

っ て き た 「 専 門 性
せんもんせい

」 を 、 他
ほか

の 児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー や 放課後
ほうかご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

に 提
てい

供
きょう

して相互
そうご

のレベルアップ
れ べ る あ っ ぷ

を 図
はか

り、 真
しん

の意味
い み

の

「一 元 化
いちげんか

」を目指
め ざ

すことが必 要
ひつよう

である。また、地域
ちいき

の保 育 所
ほいくじょ

等
とう

をバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

し

て、地域
ちいき

全 体
ぜんたい

の障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

機能
きのう

を向
こう

上
じょう

させることも 必 要
ひつよう

である。そのため

に、 保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

や 巡 回
じゅんかい

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

整備
せいび

事 業
じぎょう

、都道府県
とどうふけん

事 業
じぎょう

である 障 害 児
しょうがいじ

等
とう

療 育
りょういく

支援
しえん

事 業
じぎょう

の 拡 充
かくじゅう

・拡 大
かくだい

を 図
はか

るとともに、その

対 象
たいしょう

を、保 育 所
ほいくじょ

等
とう

だけでなく、 他
ほか

の児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーへも 適 用
てきよう

するこ

とを考 慮
こうりょ

しなければならない。 

② 学 齢 期
がくれいき

の障 害 児
しょうがいじ

に 対
たい

する支援
しえん

の継 続
けいぞく

 

これまで 障 害 児
しょうがいじ

通 園
つうえん

施設
しせつ

は 概
おおむ

ね 就 学 前
しゅうがくまえ

の 障 害 児
しょうがいじ

を 対 象
たいしょう

にしてきたが、

今後
こんご

は、放課後
ほうかご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事 業
じぎょう

の 受 託
じゅたく

等
とう

により 学 齢 期
がくれいき

の 障 害 児
しょうがいじ

も

対 象
たいしょう

にすべきである。また、その 提 供
ていきょう

には 送 迎
そうげい

サービス
さ ー び す

を 含
ふく

むべきであり、こ
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の場合
ばあい

には 送 迎
そうげい

加算
かさん

を 考 慮
こうりょ

すべきである。また、 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

の受
う
け入

い

れに対
たい

しては看護師
かんごし

の加配
かはい

や医 療
いりょう

連 携
れんけい

加算
かさん

なども検 討
けんとう

される 必 要
ひつよう

がある。 

③ 多 職 種
たしょくしゅ

職 員
しょくいん

の配置
はいち

による発 達
はったつ

支援
しえん

機能
きのう

の向 上
こうじょう

と多機能化
たきのうか

 

児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは、すべての 障 害 児
しょうがいじ

を 対 象
たいしょう

にするため、その 職 員
しょくいん

配置
はいち

基 準
きじゅん

も 統
とう

一
いつ

する 必 要
ひつよう

がある。 職 員
しょくいん

配置
はいち

については、保育士
ほいくし

および児童
じどう

指 導 員
しどういん

を基本
きほん

とした配置
はいち

基 準
きじゅん

を 設 定
せってい

し、 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

の 積 極 的
せっきょくてき

な

受
う
け入

い
れのために看護師

かんごし
の配置

はいち
、多様

たよう
な 障 害

しょうがい
に 対 応

たいおう
するために 療 法 士

りょうほうし
等
とう

の

専 門
せんもん

職
しょく

の配置
はいち

を、「専 門
せんもん

職
しょく

加算
かさん

」等
とう

によって図
はか

る必 要
ひつよう

がある。 

医師
い し

を配置
はいち

し 医 療
いりょう

機関
きかん

を 有
ゆう

する児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを「 医 療 型
いりょうかた

」と

位置付
い ち づ

け、 超 重 症 児
ちょうじゅうしょうじ

等
とう

の 濃 厚
のうこう

な 医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

を基盤
きばん

とした 通 園
つうえん

および

在 宅
ざいたく

支援
しえん

、てんかんや発 達
はったつ

障 害 児
しょうがいじ

への投 薬
とうやく

なども含
ふく

む 障 害 児
しょうがいじ

医 療
いりょう

機能
きのう

の地域
ちいき

拠 点
きょてん

として発 展
はってん

させるべきである。 

 

（４） 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に 障 害 児
しょうがいじ

の自立
じりつ

生 活
せいかつ

に向
む
けた「自立

じりつ
支援
しえん

計 画
けいかく

」の 策 定
さくてい

を義務
ぎ む

づけ

るとともに、 入 所
にゅうしょ

から地域
ちいき

生 活
せいかつ

の移行
いこう

では、 重 度
じゅうど

障 害 児
しょうがいじ

の 在 宅
ざいたく

生 活
せいかつ

が

可能
かのう

となるよう地域
ちいき

資源
しげん

を整備
せいび

すること。その 際
さい

、できるだけ家庭
かてい

に 近
ちか

い 養 育
よういく

環 境
かんきょう

への移行
いこう

となるよう検 討
けんとう

すること。 

① 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

と障 害 児
しょうがいじ

の最 善
さいぜん

の利
り

益
えき

 

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

によって、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は措置
そ ち

から契 約
けいやく

が 原 則
げんそく

となった。

障 害 児
しょうがいじ

は 契
けい

約
やく

当 事 者
とうじしゃ

が保護者
ほごしゃ

であり、保護者
ほごしゃ

の必 要 性
ひつようせい

から入 所
にゅうしょ

が 判 断
はんだん

さ

れる場合
ばあい

が 多
おお

く、 必
かなら

ずしも 障 害 児
しょうがいじ

にとって 最 善
さいぜん

の利益
りえき

となっていない 恐
おそ

れが

ある。 障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

の 入 所
にゅうしょ

にあたり、子
こ
ども自身

じしん
の意見

いけん
表 明
ひょうめい

をふまえ、子
こ
ども

の 視点
してん

から 最 善
さいぜん

の 利益
りえき

を 保 障
ほしょう

できる権利
けんり

擁護
ようご

の仕組
し く

みが 必 要
ひつよう

であり、

オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

が制度化
せいどか

されるべきである。 

②「自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」の 策 定
さくてい

の義務付
ぎ む づ

け 

児童
じどう

養護
ようご

施設
しせつ

等
とう

に義務付
ぎ む づ

けられている自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

は、 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

には義務付
ぎ む づ

けられていない。 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

には、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

等
とう

との 協 議
きょうぎ

にもとづき 将 来
しょうらい

の自立
じりつ

生 活
せいかつ

に向
む
けた「自立

じりつ
支援
しえん

計 画
けいかく

」の 策 定
さくてい

を義務化
ぎ む か

するべ
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きである。その施策
しさく

の 根 拠
こんきょ

となる規定
きてい

を児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

、児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

最 低
さいてい

基 準
きじゅん

に設
もう

け、運 営
うんえい

ガイドライン
が い ど ら い ん

も整備
せいび

すべきである。 

 ③家庭
かてい

に近
ちか

い養 育
よういく

施設
しせつ

の整備
せいび

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

 

自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

を 立 案
りつあん

しても、 親
おや

・家族
かぞく

の 養 育
よういく

能 力
のうりょく

に 問 題
もんだい

があり家庭
かてい

に

戻
もど

れない場合
ばあい

には、できるだけ家庭
かてい

に近
ちか

い 環 境
かんきょう

での養 育
よういく

が可能
かのう

になるべきであ

る 。 そ の た め に 、 専 門
せんもん

里 親
さとおや

制度
せいど

の 拡 充
かくじゅう

や 障 害 児
しょうがいじ

を 対 象
たいしょう

と す る

ファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

の創 設
そうせつ

が望
のぞ

まれる。同時
どうじ

に、 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の小規模化
しょうきぼか

、

ユニット化
ゆ に っ と か

を 促 進
そくしん

するために加算
かさん

措置
そ ち

が検 討
けんとう

されるべきである。 

 継 続
けいぞく

した 医 療
いりょう

等
とう

の支援
しえん

が 必 要
ひつよう

な重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

の地域
ちいき

移行
いこう

にあたっ

ては、 命
いのち

と 生 活
せいかつ

の質
しつ

が 保 障
ほしょう

される 実 証 的
じっしょうてき

な地域
ちいき

支援
しえん

の仕組
し く

みについて 検 討
けんとう

するモデル
も で る

事 業
じぎょう

を 行
おこな

い、保護者
ほごしゃ

・家族
かぞく

の不安
ふあん

や負担
ふたん

を 十 分
じゅうぶん

に受
う
け止

と
め、合意

ごうい
を

得
え
ながら進

すす
めていくことが必 要

ひつよう
である。 

④家族
かぞく

支援
しえん

 

 NICU から 在 宅
ざいたく

生 活
せいかつ

への移行
いこう

準 備
じゅんび

、障 害
しょうがい

が 発 見
はっけん

された 直 後
ちょくご

の 親
おや

に対
たい

す

るカウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

、 障 害 児
しょうがいじ

の育児
いくじ

指導
しどう

等
とう

において 医 療 型
いりょうかた

障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

を利用
りよう

した母子
ぼ し

入 園
にゅうえん

の 取 組
とりくみ

は有 効
ゆうこう

であるため、拡 充
かくじゅう

されるべきである。また、

在 宅
ざいたく

支援
しえん

のために、すべての 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に 相 当 数
そうとうすう

のショートステイ枠
しょーとすていわく

を 設
もう

けるべきである。 

 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は、地域
ちいき

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の一
ひと

つとして、在 宅
ざいたく

支援
しえん

など多機能化
たきのうか

すること。 

  入 所 施 設
にゅうしょしせつ

は、療 育
りょういく

における専 門 的
せんもんてき

な社 会 資 源
しゃかいしげん

として、

相 談 支 援 事 業 所
そうだんしえんじぎょうしょ

、 医 療
いりょう

・保健機関
ほけんきかん

、教 育 機 関
きょういくきかん

、通 園 施 設 等
つうえんしせつなど

との地域
ちいき

ネットワ
ね っ と わ

ーク
く
をつくり、ネットワ

ね っ と わ
ーク

く
を 生

しょう
かした重 層 的 支 援

じゅうそうてきしえん
の 要

かなめ
となるべきで

ある。また、保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業
ほいくじょなどほうもんしえんじぎょう

により、保 育 所
ほいくじょ

を含
ふくみ

む地域
ちいき

の機関
きかん

や

家庭
かてい

などに対
たい

する訪 問
ほうもん

・巡 回 型 支 援
じゅんかいがたしえん

を行
ぎょう

い、在 宅 生 活
ざいたくせいかつ

の障 害 児
しょうがいじ

やそ

の家族
かぞく

への支援
しえん

も広
ひろ

く 行
ぎょう

うべきである。 

また、 医 療 療 育 関 係 者
いりょうりょういくかんけいしゃ

の 育 成
いくせい

、 研 修 生
けんしゅうせい

の 受
うけ

け 入
いり

れ、 講 習 会 開 催
こうしゅうかいかいさい

、

ボランテイア
ぼ ら ん て い あ

の育 成 等
いくせいなど

にも積 極 的
せっきょくてき

に、取 組
とりくみ

むべきである。 
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入 所
にゅうしょ

決 定
けってい

においては 市 町 村
しちょうそん

が関与
かんよ

できるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

  つなぎ 法
ほう

においては、 入 所
にゅうしょ

権 限
けんげん

は都道府県
とどうふけん

のままであるが、 入 所 後
にゅうしょご

も

障 害 児
しょうがいじ

が地域
ちいき

の子
こ
どもとして意識

いしき
され、家庭

かてい
や地域

ちいき
に 戻

もど
り地域

ちいき
の子

こ
どもとして

の 育
そだ

ちを 保 障
ほしょう

されるために、 市 町 村
しちょうそん

の関与
かんよ

は不可欠
ふかけつ

である。地 域 間
ちいきかん

格差
かくさ

が

拡 大
かくだい

しないよう 配 慮
はいりょ

しつつ、 市 町 村
しちょうそん

が関与
かんよ

できるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されなければ

ならない。 

 

特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

の 寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の本 来
ほんらい

の 役 割
やくわり

は通 学
つうがく

を保 障
ほしょう

することにあり、自宅
じたく

のある地域
ちいき

社 会
しゃかい

から分離
ぶんり

されないよう 運 用
うんよう

されること。これ以外
いがい

の役 割
やくわり

について

は、 実 態
じったい

を調 査
ちょうさ

し、地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

に向
む
けた 方 策

ほうさく
を検 討

けんとう
すること。 

  寄 宿 舎
きしゅくしゃ

は 本 来
ほんらい

広 域
こういき

学区
がっく

である 特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

への 通 学
つうがく

保 障
ほしょう

のために

設置
せっち

されたものであるため、学 校
がっこう

が 休
やす

みとなる土
ど
・日 曜 日

にちようび
や夏季

か き
休 暇 中
きゅうかちゅう

は家庭
かてい

に 戻
もど

り、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を 維
ゆい

持
じ
しうるよう 配 慮

はいりょ
されなければならない。 特

とく
に、6歳

さい
か

ら 入 舎
いりしゃ

となる 小 学 部
しょうがくぶ

の寄 宿 舎
きしゅくしゃ

については家庭
かてい

生 活
せいかつ

からの早期
そうき

分離
ぶんり

とならな

いよう、また、規模
き ぼ

が 拡 大
かくだい

する傾 向
けいこう

がある高 等 部
こうとうぶ

寄 宿 舎
きしゅくしゃ

については可能
かのう

な限
かぎ

り小規模化
しょうきぼか

するよう、 実 態
じったい

を 調 査
ちょうさ

したうえで 検 討
けんとう

するべきである。 通 学
つうがく

保 障
ほしょう

以外
いがい

の 役 割
やくわり

については、 卒 業 後
そつぎょうご

の進路
しんろ

生 活
せいかつ

相 談
そうだん

や 訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の 活 用
かつよう

等
とう

を 通
つう

じ、地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

に向
む
けた 社 会

しゃかい
資源
しげん

としての 有 用 性
ゆうようせい

を

検 討
けんとう

すべきである。 

 

（５） 保護者
ほごしゃ

支援
しえん

、きょうだい支援
しえん

 

障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほごしゃ

、きょうだい支援
しえん

を 拡 充
かくじゅう

すること。 

障 害 児
しょうがいじ

が家族
かぞく

の一 員
いちいん

として尊 重
そんちょう

され、障 害
しょうがい

ゆえに不利益
ふりえき

な 扱
あつか

いが 生
しょう

じな

いように、育児
いくじ

支援
しえん

に加
くわ

え、家族
かぞく

への支援
しえん

は不可欠
ふかけつ

である。 

例
たと

えば、 障 害 児
しょうがいじ

の家族
かぞく

にもレスパイトケア
れ す ぱ い と け あ

が 必 要
ひつよう

とされているが、利用
りよう

時間
じかん

や 回 数
かいすう

に制 限
せいげん

があるだけでなく、 医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

が必 要
ひつよう

な 障 害 児
しょうがいじ

には 対 応
たいおう

で

きないという理由
りゆう

で利用
りよう

できない実 態
じったい

があるため、 対 応
たいおう

できる 事 業 所
じぎょうしょ

の 拡 充
かくじゅう

も 必 要
ひつよう

である。また、 訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

をレスパイトケア
れ す ぱ い と け あ

の 目 的
もくてき

で利用
りよう

できるよ

う 弾 力 的
だんりょくてき

対 応
たいおう

ができるようにすべきである。 
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きょうだいに 対
たい

しては、きょうだいが孤立
こりつ

しない 配 慮
はいりょ

が 必 要
ひつよう

であり、きょうだ

いによるグループ
ぐ る ー ぷ

活 動
かつどう

や 団 体
だんたい

活 動
かつどう

への支援
しえん

が施策
しさく

として 講
こう

じられるようにすべ

きである。 

 

４．相 談
そうだん

支援
しえん

と「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」 等
とう

 

（１） 地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

 

相 談
そうだん

支援
しえん

は、 障 害
しょうがい

が特 定
とくてい

されない時期
じ き

から、身近
みぢか

な地域
ちいき

の 通
かよ

いやすい場所
ばしょ

で提
てい

供
きょう

されること。 

相 談
そうだん

支援
しえん

は、地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

においてワンストップ型
わんすとっぷがた

で 提
てい

供
きょう

されなければな

らない。そのために、 相 談
そうだん

支 援 事
しえんこと

業 者
ぎょうしゃ

でのサービス
さ ー び す

利用
りよう

の 手 続
てつづき

の簡素化
かんそか

が

必 要
ひつよう

である。 例
たと

えば、 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

で 作 成
さくせい

されるサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

に

ついては、計 画
けいかく

作 成
さくせい

をもって 障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

以外
いがい

の児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

、並
なら

びに子
こ
ど

も 園
えん

（仮 称
かしょう

）への代理
だいり

申 請
しんせい

を可能
かのう

とするなど、 障 害 児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほごしゃ

が 相 談
そうだん

の

ために奔 走
ほんそう

しなくてすむ仕組
し く

み作
づく

りが必 要
ひつよう

である。また、児童
じどう

家庭
かてい

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー

を児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーや 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に付置
ふ ち

できるようにしたり、児童
じどう

家庭
かてい

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

等
とう

を実施
じっし

できるよう、取
と
り組

く
まれる

べきである。 

地域
ちいき

子育
こそだ

て支援
しえん

拠 点
きょてん

事 業
じぎょう

には、障 害 児 子
しょうがいじこ

育
そだ

てについて 相 談
そうだん

対 応
たいおう

できる

者
もの

がいない場合
ばあい

が 多
おお

いため、 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

ができる 職 員
しょくいん

を配置
はいち

したり、

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

等
とう

から 専 門 的
せんもんてき

支援
しえん

が受
う
けられる仕組

し く
みが 必 要

ひつよう
であり、 障 害

しょうがい
が

特 定
とくてい

されない早期
そうき

の 段 階
だんかい

から相 談
そうだん

できるようにすべきである。また、 障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

との連 携
れんけい

や相互
そうご

補完
ほかん

のシステム
し す て む

が必 要
ひつよう

である。 

 

（２） ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

 

ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

は、障 害 児
しょうがいじ

の基 本 的
きほんてき

権利
けんり

の擁護
ようご

を基本
きほん

に、地域
ちいき

での育
そだ

ちを支援
しえん

する 方 向 性
ほうこうせい

をもって実施
じっし

されるべきであり、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の 立 案
りつあん

、支援
しえん

の

調 整
ちょうせい

、改 善
かいぜん

を 含
ふく

めるものとして、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

障 害 児
しょうがいじ

に 対
たい

するケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

は、 障 害 児
しょうがいじ

の基 本 的
きほんてき

権利
けんり

の擁護
ようご

を 前 提
ぜんてい

に、「地域
ちいき

での 育
そだ

ち」と「育児
いくじ

支援
しえん

」を 目 的
もくてき

として実施
じっし

されるべきであり、子
こ
ども
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と家族
かぞく

の 主 体 性
しゅたいせい

に 配 慮
はいりょ

したアセスメント
あ せ す め ん と

に 基
もと

づき、子
こ
ども支援

しえん
、家族

かぞく
支援
しえん

、

地域
ちいき

連 携
れんけい

の理念
りねん

のもとに、 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

にかかる諸 機 関
しょきかん

の 協 力
きょうりょく

の下
した

で実施
じっし

さ

れなければならない。また、「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は、6カ月
かげつ

程度
ていど

の 適 切
てきせつ

な期間
きかん

で

見直
みなお

され、支援
しえん

の 調 整
ちょうせい

、 改 善
かいぜん

が 行
おこな

われるべきである。また、個別
こべつ

の支援
しえん

計 画
けいかく

は、福祉
ふくし

、 教 育
きょういく

、 医 療
いりょう

等
とう

、利用
りよう

するサービス
さ ー び す

を 一
ひと

つの 計 画
けいかく

として 策 定
さくてい

すべ

きであり、そのためのケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

が行
おこな

われるように児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

に規定
きてい

を設
もう

け

るべきである。 

 

（３） 「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」 

障 害 児
しょうがいじ

・家族
かぞく

にとって身近
みぢか

な地域
ちいき

における支援
しえん

を利用
りよう

しやすくするため、 総 合
そうごう

計 画
けいかく

としての「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」を制度化
せいどか

すること。 

  適 切
てきせつ

なケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

にもとづいて、「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は 総 合
そうごう

計 画
けいかく

として

策 定
さくてい

されるべきである。支援
しえん

は、 障 害 児
しょうがいじ

とその家族
かぞく

の 生 活
せいかつ

の場
ば
で、 継 続 的

けいぞくてき

かつ自然
しぜん

な 形
かたち

で 提
てい

供
きょう

されなければならない。サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の 継 続 性
けいぞくせい

を 担
たん

保
ほ
す

るために、サポートブック
さ ぽ ー と ぶ っ く

等
とう

の利用
りよう

も 進
すす

められる 必 要
ひつよう

がある。また、制度
せいど

理解
りかい

や

サービス
さ ー び す

利用
りよう

のためには、保護者
ほごしゃ

の 求
もと

めがあれば、ピアサポータ
ぴ あ さ ぽ ー た

ーからの 適 切
てきせつ

な

アドバイス
あ ど ば い す

を得
え
られるように、児童

じどう
福 祉 法
ふくしほう

、自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

に規定
きてい

を 設
もう

けるべきであ

る。 

 

乳 幼 児 期
にゅうようじき

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は、保護者
ほごしゃ

・きょうだい 等
とう

への支援
しえん

を 含
ふく

む家族
かぞく

ぐ

るみの支援
しえん

計 画
けいかく

として策 定
さくてい

すること。 

  乳 幼 児 期
にゅうようじき

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は、保護者
ほごしゃ

、きょうだいを 含
ふく

めた家族
かぞく

全 体
ぜんたい

の

支援
しえん

を 含
ふく

むものとして 策 定
さくてい

し、サービス
さ ー び す

利用
りよう

が 円 滑
えんかつ

に 提
つつみ

供
きょう

されるよう、児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

、自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

に規定
きてい

を設
もう

けるべきである。 

障 害 児
しょうがいじ

の意見
いけん

表 明
ひょうめい

を踏
ふ
まえた「個別

こべつ
支援
しえん

計 画
けいかく

」とすること。 

  「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」 作 成
さくせい

においては、 障 害 児
しょうがいじ

の 最 善
さいぜん

の利益
りえき

が 考 慮
こうりょ

されな

ければならず、そのために、 障 害 児
しょうがいじ

の意見
いけん

表 明
ひょうめい

が 担
たん

保
ぽ
されるような仕組

し く
みが

構 築
こうちく

されるべきである。「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」に、 障 害 児
しょうがいじ

自身
じしん

の意見
いけん

を 記 入
きにゅう

する

欄
らん

を設
もう

け、保護者
ほごしゃ

等
とう

の意向
いこう

とは別
べつ

にそのニーズ
に ー ず

が検 討
けんとう

できるようにすべきである。
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その 際
さい

、 障 害 児
しょうがいじ

の年 齢
ねんれい

や 障 害
しょうがい

程度
ていど

に 影 響
えいきょう

されることなく、 表 情
ひょうじょう

などを含
ふく

めた意思
い し

表 明
ひょうめい

を支援
しえん

できる 技 術
ぎじゅつ

の 開 発
かいはつ

やオンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

の仕組
し く

みについて、

児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

及
およ

び障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

に規定
きてい

を 設
もう

けるべきである。 

 

策 定
さくてい

において、個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

と 障 害 児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほごしゃ

に 対
たい

する 説 明
せつめい

と同意
どうい

を

義務付
ぎ む づ

けること。 

相 談
そうだん

支援
しえん

やその後
ご

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

で 円 滑
えんかつ

な 情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

を 図
はか

るために、

サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の 作 成
さくせい

に 加
くわ

えて、サポートファイル
さ ぽ ー と ふ ぁ い る

等
とう

を 活 用
かつよう

している

自治体
じちたい

の例
れい

がみられる。サポートファイル
さ ぽ ー と ふ ぁ い る

等
とう

の活 用
かつよう

にあたって、 障 害 児
しょうがいじ

の親
おや

が

障 害 児
しょうがいじ

の個人
こじん

情 報
じょうほう

を管理
かんり

できるよう、保護者
ほごしゃ

の合意
ごうい

と 承 諾
しょうだく

を 前 提
ぜんてい

とした

情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

の方 策
ほうさく

が、児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

、自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

に規定
きてい

を 設
もう

けられるべきであ

る。 

 

（４） 要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

 

障 害 児
しょうがいじ

とその家族
かぞく

への早期
そうき

支援
しえん

を 保 障
ほしょう

するために、要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が 連 携
れんけい

できるよう、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の 構 成
こうせい

機関
きかん

に守秘
しゅひ

義務
ぎ む

等
とう

の 根 拠
こんきょ

となる規定
きてい

を設
もう

けること。 

 乳 児
にゅうじ

家庭
かてい

全戸
ぜんこ

訪 問
ほうもん

事 業
じぎょう

等
とう

で 検 討
けんとう

が 必 要
ひつよう

なケース
け ー す

は要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

で 対 応
たいおう

されるが、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

での 検 討
けんとう

と 重
かさ

なる子
こ
ど

もについては、保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

の 下
もと

に 合 同
ごうどう

で 協
きょう

議会
ぎかい

を持
も
つ 等

とう
、一 元 化

いちげんか
するべきで

ある。また、要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

の 構
かまえ

成 員
せいいん

として、 障 害 児
しょうがいじ

福祉
ふくし

関 係 者
かんけいしゃ

（ 障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

や児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

）が加
くわ

わ

ることも考 慮
こうりょ

する必 要
ひつよう

がある。 

  つなぎ 法
ほう

によって地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が法 定 化
ほうていか

されるが、 同 協
どうきょう

議会
ぎかい

の 中
なか

に子
こ
ども部会

ぶかい
 の設置

せっち
を義務付

ぎ む づ
け、児童

じどう
一 般
いっぱん

施策
しさく

との合 同
ごうどう

の協
きょう

議会
ぎかい

を持
も
ちやす

くするべきである。また、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の子
こ
ども部会

ぶかい
、

要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

とが 連 携
れんけい

して、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

している 障 害 児
しょうがいじ

が

夏 休
なつやす

み 等
とう

に帰省
きせい

した 際
さい

にも地域
ちいき

の子
こ
ども施策

しさく
の支援

しえん
を受

う
けやすくすべきであり、

その施策
しさく

の 根 拠
こんきょ

となる規定
きてい

を児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

に設
もう

けるべきである。 
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 この連 携
れんけい

が、個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

の下
した

に進
すす

められるように、各 協
かくきょう

議会
ぎかい

の委員
いいん

への

罰 則 付
ばっそくつ

きの守秘
しゅひ

義務
ぎ む

の規定
きてい

を児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

及
およ

び 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

に規定
きてい

を

設
もう

けるべきである。 

 

（５） 利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

 

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に、新
あら

たな負担
ふたん

が生
しょう

じないよう、制度
せいど

設 計
せっけい

すること。 

  児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

は、 障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず「養護
ようご

しているもの

の 資 力
しりょく

を 考 慮
こうりょ

して可能
かのう

な 限
かぎ

り 無 償
むしょう

」であるべきだが、 並 行
へいこう

通 園
つうえん

等
とう

の

障 害
しょうがい

にもとづき必 要
ひつよう

となるサービス
さ ー び す

利用
りよう

は、利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

が 新
あら

たに生
しょう

じないよう

にするべきである。 

 

（６） 安 定 的
あんていてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

 

障 害 児
しょうがいじ

のニーズ
に ー ず

を踏
ふ
まえた多様

たよう
なメニュ

め に ゅ
ーを 提 供

ていきょう
するために、 給 付

きゅうふ
額
がく

の 設 定
せってい

は、 月 額
げつがく

単価
たんか

を基本
きほん

とすること。 

現 在
げんざい

、 障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は 日 額
にちがく

単 価 制
たんかせい

となっているが、児童
じどう

養護
ようご

施設
しせつ

など 社 会 的
しゃかいてき

養護
ようご

施設
しせつ

は月 額
げつがく

単 価 制
たんかせい

とされている。子
こ
どもは体 調

たいちょう
不 良
ふりょう

等
とう

で

欠 席
けっせき

することも 多
おお

く、このことが施設
しせつ

経 営
けいえい

に 影 響
えいきょう

を 与
あた

えている。また、

施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

児童
じどう

の地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めていくためには、試験
しけん

外 泊
がいはく

なども進
すす

めていく

ことが 必 要
ひつよう

である。このため、これらの施設
しせつ

の単価
たんか

は、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

に 基
もと

づく利用
りよう

予定
よてい

日 数
にっすう

をベース
べ ー す

に設 定
せってい

される 月 額 制
げつがくせい

の 導 入
どうにゅう

を検 討
けんとう

し、 経 営
けいえい

の安 定 化
あんていか

を図
はか

りつつ地域
ちいき

移行
いこう

や療 育
りょういく

が進
すす

められていくようにすることが必 要
ひつよう

である。 

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 利 用 料
りようりょう

の 利 用 料
りようりょう

滞 納
たいのう

によって、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に 支 障
ししょう

が生
しょう

じることのないよう、子
こ
どもの 最 善

さいぜん
の利益

りえき
を 侵 害

しんがい
する場合

ばあい
の対 応

たいおう
につい

ては、 行 政
ぎょうせい

の関与
かんよ

を 検 討
けんとう

することが 必 要
ひつよう

である。さらに、保育士
ほいくし

等
とう

の 従 事
じゅうじ

専 門
せんもん

職
しょく

の 待 遇
たいぐう

向 上
こうじょう

や配置
はいち

基 準
きじゅん

の改 善
かいぜん

等
とう

、確保
かくほ

策
さく

の 検 討
けんとう

も 必 要
ひつよう

であ

る。 

 

５．人 材
じんざい

育 成
いくせい
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障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

のために、必 要
ひつよう

な職 員
しょくいん

等
とう

を確保
かくほ

し、 研 修
けんしゅう

を行
おこな

うこと。 

児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

、 及
およ

び 障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

において、 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

を 充 実
じゅうじつ

させるた

めに、 職 員
しょくいん

の資質
ししつ

向 上
こうじょう

を 図
はか

ることが 必 要
ひつよう

である。 新 設
しんせつ

される 障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業
じぎょう

を 強 化
きょうか

するために、 障 害 児
しょうがいじ

のための 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の

養 成
ようせい

のシステム化
し す て む か

や 障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

における多様
たよう

な 専 門
せんもん

職
しょく

の確保
かくほ

と配置
はいち

基 準
きじゅん

の

見直
みなお

しが必 要
ひつよう

である。 

また、保育士
ほいくし

資格
しかく

や 養 成
ようせい

制度
せいど

の 見直
みなお

し、こども 園
えん

における 保育
ほいく

教 諭
きょうゆ

（ 仮 称
かしょう

）の 創 設
そうせつ

に当
あ
たり、 障 害 児

しょうがいじ
に 対

たい
する理解

りかい
や 療 育

りょういく
に 関

かん
する資質

ししつ
の

確保
かくほ

を図
はか

ることが必 要
ひつよう

とされている。 

 

Ⅲ おわりに 

１．他
ほか

チーム
ち ー む

との 調 整
ちょうせい

を 図
はか

るべき内 容
ないよう

 

・ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

で 用
もち

いられるべき 客 観 的
きゃくかんてき

スケール
す け ー る

の在
あ
り 方

かた
と 障 害 児

しょうがいじ
の 入 所

にゅうしょ
で

用
もち

いられる 障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

の在
あ
り 方

かた
について（ 障 害

しょうがい
支援
しえん

区分
くぶん

の 導 入
どうにゅう

も 含
ふく

め

て）、その必 要 性
ひつようせい

も含
ふく

めて整理
せいり

が 必 要
ひつよう

である。 

２．今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

 

・ 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

については、今後
こんご

も継 続
けいぞく

して検 討
けんとう

する場
ば
を設 定

せってい
することが 必 要

ひつよう

である。 

 ：（ 教 育
きょういく

、児童
じどう

一 般
いっぱん

の 関 係 者
かんけいしゃ

、 親
おや

、 障 害
しょうがい

当 事 者
とうじしゃ

なども 含
ふく

めた議論
ぎろん

が

必 要
ひつよう

である。） 


